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平成 29年 11月平戸市教育委員会定例会会議録 

 

区 分  

日  時 平成 29年 11月 21日(火) 午後２時 57分開会 午後４時 35分閉会 

場  所 市役所３階 中会議室 

出席委員 
松本美穗子委員、筒井清信委員、戸田眞須美委員、小川茂敏教育長 

（久家孝史委員欠席） 

出 席 者 
佐々木教育次長 入口理事兼学校教育課長 平松教育総務課長 

岩永生涯学習課長 野口文化交流課長 森川平戸図書館館長 

 

発言者 質疑等 

 

教育次長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(日程第１開会) 

 ただ今から、平成 29年 11月平戸市定例教育委員会を始めさせていただ

きます。 

 久家教育委員から欠席の届出があっております。 

教育長お願いいたします。 

 

あらためまして、みなさまこんにちは。 

先週末から急激な冷え込みで、本格的な冬の到来を思わせる今日この頃

です。 

今年も早いもので、一ヶ月あまりを残すのみとなり、教育委員の皆様に

はご多忙のところ、お繰り合わせご出席いただきましてありがとうござい

ました。 

本日は、11 月 19 日付けをもって新たに教育委員にご就任なられました

戸田眞須美委員と久家孝史委員をお迎えしての初めての教育委員会とな

ります。 

戸田委員は、永年教職員にあられ、小学校長を歴任されるなど、義務教

育を熟知された方であられます。また、今日はお身内のご不幸によりご出

席はできませんでしたが、久家委員は財団法人 松浦史料博物館にお勤め

で、本市の歴史全般に通じられ、また、小中学校のＰＴＡ役員を長年お勤

めになっておられる方であられます。お二人には、本市教育の振興のため

ご尽力賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 

本市教育委員会をとりまく状況つきましては、教育長の市長任命や総合

教育会議の設置など、大きな制度改革が行われる中、学校教育におきまし

ては、学校の統廃合問題やコミュニティースクール、小中一貫教育化の進

行、次期学習指導要領への対応など、また、社会教育にあっては、公民館



                                 11月定例会 

- 2 -                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

両委員 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

長の民間人登用や生涯学習都市宣言 10 周年事業、各地区に設置されるま

ちづくり協議会との連携など、さまざまな取り組むべき課題があり、大き

な転換期にあります。 

事務方を預かる者として、本委員会への情報開示に努め、問題を明らか

にしながら、しっかりと議論を重ね、本市教育行政の発展を期したいと存

じますので、それぞれのお立場から忌憚のないご意見を賜りますよう、よ

ろしくお願いいたします。 

ここで、戸田教育委員に一言ご挨拶を賜りたいと思います。 

 

あいさつ省略 

 

それでは、早速ですが議事日程により委員会を進めさせていただきま

す。 

 

（日程第２ 議事録署名委員の指名について） 

議事録署名委員の指名につきましては、本日の議事録を事務方で整備

後、内容確認の署名をして頂くものでありますが、12月の委員会開催時に

署名していただきます。 

11月議事録署名委員として、筒井委員と戸田委員を指名します。よろし

いでしょうか。 

 

 はい。 

 

ありがとうございました。 

 

（日程第３ 議事録の承認について） 

日程第３、会議録の承認でありますが、10 月定例教育委員会の議事録

は、事前に送付しておりましたので、ご確認いただいていると思います。

内容について何かございますか。 

 

（「ありません。」の声あり。） 

 

特にないようでございますので、10月定例会の議事録は承認することい

たします。 

 

（日程第４ 教育長報告について） 

続きまして、日程第４ 教育長報告であります。 

お手元の資料の１ページをお開き願います。主なものについてご報告し

ます。 
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教育長 

 

 

10月 25日、26日、11月 6日、20日と学校訪問で各校を訪問しました。

研究発表会等、年間に１度は各校を訪問しており、学校訪問は 20 日の大

島小で終了しました。10 月 29 日には生月中学校統合 50 周年記念式典に

出席してまいりました。地元の有志の方々が発起し、盛大な記念式典が行

われたところであります。31日には、県・市町教育委員会スクラムミーテ

ィングというのが行われます。近年のセクハラ等の不祥事対策について話

し合いましょうというのが一つありました。要は、相談窓口を明確にする

というような通報の制度を設置することを検討すべきだろうという話に

なりました。また学校における働き方改革のいうのが、今 80 時間 100 時

間を越える教職員が非常に多いということで、何とか減らさなければなら

ないと全国的な対策として行われているところです。一つにはタイムカー

ドを設置したらいかがかとなどと話が行われたところです。11月５日には

第 19 回平戸越南まつりがありまして、19 日には第 29 回奥ひらど文化祭

が行われました。各地区の公民館で行われる文化祭ですが、非常に地域の

皆さん方の協力の下に盛大に開催されておりまして、作品も非常にすばら

しいものばかりで感銘を受けたところでありました。７日から８日にかけ

ては、Ｂ＆Ｇ全国教育長会が東京で開催され出席いたしました。11日には

中学生英語暗唱大会が生月町開発総合センターで行われました。13日には

市議会臨時会が行われました。詳細につきましては、後ほど教育次長の

佐々木の方から報告させていただきます。16 日から 18 日にかけて、県市

町教育委員会研究大会ということで対馬市に行ってまいりました。それか

ら、本日の定例教育委員会です。 

今後の予定ですが、明日 22 日には田助小学校で総合学校訪問が行われ

ます。23日には「伝えよう！いのちのつながり家族のきずな」表彰式が行

われ、平戸モラロジーの皆様方が主催でありますが、心温まる詩の朗読等

があって、非常にすばらしい大会であると思っております。12月１日には

たびら活性化施設で教育講演会が行われます。これは市内全教職員を対象

として，年２回研修会を行っておりますが、今回は兵庫県から講師を招い

て古紙リサイクル授業を行うようにしております。よろしければ、教育委

員の皆様方にもご出席をいただけたらと思っております。４日からは市議

会 12月定例会が開催されます。 

以上報告をします。何かご質問等ございましたらどうぞ。 

 

（「ありません。」の声あり。） 

 

（日程第５ 議事について） 

 それでは、日程第５議事に移ります。 

 まずは第 21 号議案平戸市要保護及び準要保護児童生徒援助費並びに特

別支援学級就学奨励費支給要綱の一部を改正する告示について、事務局の
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教育総務

課長 

 

 

 

教育長 

 

 

委員 

 

教育総務

課長 

 

教育長 

 

全委員 

 

教育長 

 

 

 

 

 

教育総務

課長 

 

 

教育長 

 

委員 

 

委員 

 

 

教育総務

課長 

 

説明を求めます。 

 

 第 21 号議案 平戸市要保護及び準要保護児童生徒援助費並びに特別支

援学級就学奨励費支給要綱の一部を改正する告示についてご説明いたし

ます。 

以下、説明省略 

 

 説明が終わりましたので、質疑を承りたいと思います。いかがでしょう

か。 

 

 新入学児童生徒学用品費は、いつ支給されるのでしょうか。 

 

 本年度から支給するようにしておりまして、時期的には３月に支給した

いと考えております。 

 

よろしいでしょうか。 

 

はい。 

 

第 21 号議案 平戸市要保護及び準要保護児童生徒援助費並びに特別支

援学級就学奨励費支給要綱の一部を改正する告示につきましては、原案の

とおり可決されました。続きまして、第 22 号議案 平戸市遠距離など児

童・生徒通学費補助金交付要綱の一部を改正する告示について、事務局の

説明を求めます。 

 

第 22 号議案 平戸市遠距離等児童・生徒通学費補助金交付要綱の一部

を改正する告示についてご説明いたします。 

以下、説明省略 

 

はい。質疑に移ります。何かございますでしょうか。 

 

わかりやすくなっていると思いました。 

 

区域外就学許可を得て指定学校以外という部分は、部活などでどこかの

学校に行く生徒も入っているのでしょうか。 

 

７ページの新旧対照表の中の第２条をご覧いただきたいと思います。ま

ず、指定学校変更許可というのが、筒井委員がおっしゃる部活などの都合

で違う学校へ行くこと。それから、区域外就学許可を得て指定学校以外と



                                 11月定例会 

- 5 -                

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

教育総務

課長 

 

 

生涯学習

課長 

 

教育長 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

教育総務

課長 

 

委員 

 

委員 

 

 

教育長 

 

いうのが、平戸市を越えて例えば松浦市の学校に行くとかというケースに

なります。いずれもこのようにご家庭の都合で学校を変わられるというこ

とに対しましては、この要綱の対象外ということになります。 

 

ほかにございませんか。 

 

（「ありません。」の声あり。） 

 

ないようでしたら、第 22 号議案 平戸市遠距離等児童・生徒通学費補

助金交付要綱の一部を改正する告示については、原案のとおり可決されま

した。続きまして、第 23 号議案 議会の議決を経るべき議案についての

意見の申出について、事務局からの説明を求めます。 

 

 第 23 号議案 議会の議決を経るべき議案についての意見の申出につい

てご説明いたします。 

以下、説明省略 

 

以下、説明省略 

 

 

説明が終わりましたので、質疑に移りたいと思います。この第 23 号議

案というのは、大きく３つに分かれており、内容が別々でございますので、

一つひとつについて議論をさせていただきたいと思います。まずは、一般

会計補正予算についてでございますけれども、説明の内容でご質問等ござ

いませんでしょうか。 

 

 これまでも平戸市は何校か閉校になった学校がいくつかあると思いま

すが、その時もその都度補正予算を計上し対応されていたのでしょうか。 

 

 過去において、数校閉校となっておりますが、過去における実績はあり

ません。今回が初めてとなります。 

 

 わかりました。ぜひそうしていただきたいと思います。 

 

 今まで出ていなくて、今回が初めてということで驚いているところで

す。 

 

ほかはよろしいでしょうか。はい。次に平戸市春日集落拠点施設条例に

ついて、事務局からの説明を求めます。 
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文化交流

課長 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

文化交流

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

文化交流

 

以下、説明省略 

 

 

条例について、説明が終わりましたので、質疑に移りたいと思います。

何かございますでしょうか。 

 

この施設のイメージについて、説明願いますか。 

 

条例中には、世界遺産というような言葉は一切出ておりませんけれど

も、この春日集落というのは、重要文化的景観の選定地区でもあり、かつ

世界遺産の構成要素の一つでもあります。その両方共通する魅力として

は、潜伏キリシタンが育んだ文化的伝統を有する集落、それが世界に通用

する価値があるということで、世界遺産の構成要素になっている地域で

す。行かれたことがある方はご存知だと思いますが、そこに行ってもそれ

を連想するような施設は全くなくて、ただ、すばらしい棚田があるという

ような状況の中で、早くその価値を伝える施設の整備をしなければならな

いという課題があったわけですけれども、なかなか先に進まなかったこと

もあり、ようやく 11月中には完成の運びとなりました。 

その施設の機能としては、関連する資料を展示したり、その資料を使っ

て、きちんと来訪者に説明するようなガイダンス機能を持つ場所と地域振

興をめざしているということもございまして、地場産品を販売するコーナ

ーの機能を持つ施設でもあるということ。それともう一つは、旅の醍醐味

といいましょうか。一番印象として残るのが、地元の住民の方々とのふれ

あいかなということもありまして、春日集落の皆さんにそこに張り付いて

いただいて、日常生活を再現しつつ、来訪者と交流をする施設の機能を持

ち合わせたいと考えておりまして、まず１月からは展示等のみになるかと

思いますが、４月１日以降指定管理者による直売所の経営であるかとか、

春日住民の方とのふれあう場所の運営、それから春日地区が非常に道路が

狭くて、車が自由に動けない、駐車場も造りたいのですが、世界遺産にな

ると今の状態を完全に凍結して保存しなければならないという制約もあ

り、車での移動が難しいので、電動アシスト付自転車を貸し出して回って

いただくということも考えております。おおむね以上でございます。 

 

先ほどの説明で行くと、春日集落の皆さんに張り付いていただいてとい

うお話だったのですが、あそこに誰かに住んでいただくというようなイメ

ージなのでしょうか。 

 

住んでいただくのではなく、指定管理者が地元の方を雇用して勤務して
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課長 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

文化交流

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

生涯学習

課長 

 

いただくというイメージです。春日では日常生活の中で海草を取ってきて

干したりとか、柿をむいてつるし柿を作ったりとか日常の生業をそこの施

設でもやっていただきながら、来訪者の方々とふれあっていただくという

ようなイメージです。 

 

わかりました。春日の方だけですかね。中江ノ島の保全とかというのは、

どのようになっているのでしょうか。世界遺産になれば興味本位で船でち

ょっと渡ってみようかということも十分に考えられるのではないでしょ

うか。そういう時にそこを荒らされないためにどのような形になっていく

のでしょうか。 

 

世界遺産の構成要素になっているのは、おっしゃるように春日集落と安

満岳という１つのくくりと、中江ノ島という２つが構成資産になっていま

す。中江ノ島については個人所有の島でございまして、今現在もその方の

同意がなければ上陸できないものとして経過しております。かくれキリシ

タンの皆さんの関係の行事の上陸については、所有者の方が黙認している

というような状況です。今、その島にはかくれキリシタンの方が建てた祠

があるのですが、屋根については壊れている状況です。先日からイコモス

の調査等があったのですが、屋根についてはきちんと修理をすべきではな

いでしょうかとお話をいただいていますが、実際にあの祠を誰が建てたの

か全くわからないのですね。そのあたりは慎重に当然景観を乱すことない

ように保全をしていかなければならないと思っていまして、第１義的には

所有者が保全をしていくというふうに考えているところです。 

もう１つ安満岳があるのですが、そこの頂上には白山比賣(しろやまひ

め)神社がございます。昭和 62年の台風で倒壊をしておりまして、プレハ

ブの建物が非常に無残な状況で建っているような状況でして、氏子の皆様

方は何とか建て替えをしたいという思いもお持ちでございます。その辺に

つきまして行政が支援をできる部分については支援をしなければと思っ

ております。安満岳に行きますと厳かな気持ちになります。参道がすばら

しくてすごく心が洗われるような場所ですので、今の雰囲気を壊すことの

ないような神社の建て替えについても指導、支援をしていきたいなと考え

ているところです。 

 

よろしいでしょうか。それでは次に移りたいと思います。指定管理の指

定について、一括して説明願います。 

 

以下、説明省略 
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教育長 

 

委員 

 

 

生涯学習

課長 

 

委員 

 

教育長 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

教育総務

課長 

 

生涯学習

課長 

 

教育長 

 

委員 

 

 

生涯学習

課長 

 

委員 

 

生涯学習

課長 

 

文化交流

説明が終わりました。何かございませんでしょうか。 

 

それぞれで少し違うのでしょうが、それぞれの管理運営委員会というの

は、どのようなメンバーなのでしょうか。 

 

たとえば、中野ふれあい会館運営委員会であれば、中野地区 12 行政区

の区長で構成をされています。他の地区についても同様のようです。 

 

はい。わかりました。 

 

以上でよろしいでしょうか。 

ほかに何かございませんか。 

それでは、第 23 号議案 議会の議決を経るべき議案についての意見の

申出については、原案のとおり可決いたします。 

 

（日程第６ その他について） 

 日程第６その他に移ります。 

 （１）共催・後援について事務局の説明を求めます。 

 

共催２件について、説明いたします。 

 以下、省略 

 

後援２件について、説明いたします。 

 以下、省略 

 

以上の共催・後援等について、何かご質問等はありませんか。 

 

第 22 回長崎県子ども舞台芸術祭典については、来年の計画だと思いま

すが、今年も開催されたのでしょうか。 

 

例年行われているようです。 

 

 

これにはいくらか補助があるのでしょうか。 

 

各主催者から、25 千円が芸術祭典の方に行くようになっているようで

す。 

 

文化振興の観点から、２分の１相当 100千円を限度として補助を行って
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課長 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

教育総務

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事兼学

校教育課

長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

います。 

 

 

よろしいでしょうか。 

 

（「はい。」の声あり。） 

 

それでは、共催・後援等については承認することといたします。 

次に、(2) 各課長から報告をお願いします。 

 

教育総務課でございますが、27ページをお願いします。 

主なものを報告させていただきます。まず、実績報告ですが、11月７日

に県市町振興課による地方交付税検査が行われました。普通交付税の中に

スクールバスボート分として１台あたり約 6,000千円が措置されておりま

す。管理状況につきまして検査が行われましたが、特段問題もなく、よく

整備されているとのことでありました。次に 13 日には第２回事務の共同

実施連絡協議会が未来創造館で行われました。 

今後の予定ですが、11月 24日と 30日にそれぞれ、堤小学校と中津良小

学校に出向きまして、各区長、各ＰＴＡ会長及び施設利用代表者にご出席

いただき、閉校後の施設の利用に関する説明会を実施するようにしており

ます。以上です。 

 

学校教育課です。28ページをお願いします。 

主なものだけ報告いたします。まずお断りですが、11月９日に県中体連

駅伝大会がございまして、その結果ですが、女子の部で、全 32 チーム中

大島中が 25位、中部中が 30位、男子は田平中が 26位、中部中が 31位と

いうことでございました。11 月 10 日に平戸市教育委員会指定研究発表大

会が生月中学校で行われました。つながりと協働ということでよい発表が

行われました。11日は中学生を対象とした平戸市英語暗唱大会がありまし

た。ここで、中野中学校の石田愛佳さんが最優秀賞、そして平戸中学校の

木田ヒカルさん、田平中学校の加藤七海さんの２名が優秀賞ということで

す。最優秀賞の石田さんは２月３日（土）に県で行われます大会に平戸市

の代表として出場することになります。14日は平戸市教頭研修会が生月小

学校でありました。17日九州幼稚園・こども園研究大会 全体会がアルカ

ス佐世保で行われまして、平戸幼稚園の松尾園長が実行委員長として活躍

いたしました。なお、平戸幼稚園は 18 日の午前中に平戸幼稚園で公開保

育というのを行いまして、多くの方々に来場いただき、様子を見ていただ

きました。子供たちもしっかり発表もできておりました。 

今後の予定ですが、27日には平戸市小中学校教務主任研修会が社会福祉
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センターで開催されます。28日には平戸市外国語教育研修会ということで

一堂にそろいまして、ＡＬＴも含めまして社会福祉センターで研修会を行

います。12月１日に平戸市校長研修会が田平町民センターで行われます。

８日に平戸市教育支援委員会が行われます。特別支援関係の子どもたちに

ついて、協議を行う会議でございます。11 日から 15 日にかけて平戸市学

力調査を小学校を対象に行います。本年度から小学校は全学年、中学校は

１年生と２年生が、小学校で、国語と算数、中学校で国語と数学と英語に

ついて、しっかりと調査を行いまして学力向上に生かそうという取組みを

始めております。22 日が２学期の終業式で、25 日から冬季休業が始まり

１月７日までの予定となっております。以上です。 

 

生涯学習課です。資料は 29から 30ページです。 

10 月 26 日から平戸小学校区通学合宿が 28 日までの３日間の日程で行

われ、６年生 10 名、５年生 10 名の計 20 名が４班に分かれて行っており

ます。28日には瓊川エンゼルス旗軟式少年野球大会が田平北小学校を中心

に４会場で県内 24 チーム参加の下開催をしております。同日に第２回平

成 30 年平戸市成人式実行委員会が新成人になられる方々を委員に迎えて

行われました。１月３日午後１時からの開会ということで決定しておりま

して、式典の内容について協議が行われました。11月３日には平戸市美術

展覧会の表彰式が文化センター大ホールにて行われまして、一般、高校と

小中学校の特別奨励賞、それと小中学校の入選の表彰がなされました。６

日に平成 29 年度第２回平戸市生涯学習推進会議が行われまして、９名中

７名の委員が出席され、２月開催予定の生涯学習都市宣言 10 周年記念大

会と仮称平戸市民大学の協議が行われました。７日は第 68 回長崎県民体

育大会出場選手結団式が文化センターホワイエで市長臨席の下、18 競技

369 名の選手団の代表の方々が参加をいただき、行われました。そして、

11日から 12日にかけて２日間、県民体育大会が県内各地で行われました。

成績につきましては、相撲で団体戦優勝、個人でも野口選手が優勝、田中

選手が準優勝ということです。それから、空手道におきましても、団体戦

が優勝、個人戦でも坂井選手が優勝しており、田島選手が３位となってい

ます。ほかいくつか優秀な成績も上がってきているということです。８日

には放課後子ども教室推進事業実施協議ということで、区長や民生委員に

お集まりいただいて協議を行いました。次のページの 14日から 17日まで

は紐差小学校の通学合宿が、６年生３名、５年生 22名の合計 25名で実施

されております。16日は、平戸市公民館連絡協議会第２回理事会行われ、

２月開催予定の 10 周年記念大会と公民館の表彰についての協議が行われ

ました。 

今後の予定ですが、23日は、第 11回「伝えよう！いのちのつながり 家

族の絆」表彰式があります。24日は平戸市人権教育研究大会が田平町民セ
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ンターで行われます。それから、12月 10日は第 20回たびら中瀬草原クロ

スカントリー大会が開催されます。12 日と 19 日にはそれぞれ大島村公民

館と田平町民センターにおいて、人権教育講座ということで「人権って

何？」ということでわかりやすい人権に関する講座を開催し、全７ヶ所で

行うようにしております。以上です。 

 

文化交流課分を報告いたします。31ページをお願いします。主なものを

報告させていただきます。 

10 月 26 日には世界遺産調整会議ということで、長崎市で関係市町が集

まり開催されました。27日は知事・大司教様面談ということで、バチカン

市国を訪問することについて、報告を行いました。31 日から 11 月４日に

かけて、市長を団長としてバチカン市国を訪問し、世界遺産登録をめざす

春日集落で収穫された棚田米をローマ法王に献上しました。このことをき

っかけに春日の農家の方々が誇りを持って稲作に従事していただくきっ

かけにならないかとのいうことが民間の方々の発案による事業でありま

して、目的を達成することができました。今後は、どのような事業を展開

していくかが重要になってくるかと思いますが、この後は、棚田米を活用

した加工品の創出であるとか営農対策であるとかを現地と協議をしてい

きたいと思います。表敬訪問では、サンピエトロ大聖堂の首席司祭であり

ますコマストリ枢機卿と面談をし、法王に献上をお願いした次第です。３

日が市美術展覧会の表彰式を平戸文化センターで行いました。本年度は

843 点の作品の出展があり、うち 197 点に対し入選ということで表彰した

ところです。その作品については、順次市内４ヶ所で巡回展示をするよう

にしておりまして、３日から５日まで平戸文化センター、11 日から 13 日

までが大島村公民館、18 日から 19 日までが生月町開発総合センターとい

うことで終了しており、今後は 25日から 27日までがふれあいセンターで

展示をする予定です。８日は世界遺産出前講座ということで、老人クラブ

連合会の会合にお邪魔して世界遺産についての講座を開きました。15日か

ら 22 日までの予定で、平戸城跡発掘調査を行っております。桜並木があ

るところですが、土壌改良の計画がありまして、確認調査を実施しており

ます。19 日から 23 日までの間、日蘭建築文化協会平戸ワークショップが

平戸の町並みを調査するということで開催されており、23日にその報告会

がある予定です。 

今後の予定ですが、23日に世界遺産候補地を巡るバスツアーということ

で、安満岳、春日集落、生月でオラショの公演を見ていただきます。25日

から３日間が先ほど申し上げました、中南部地区を対象とした市美術展覧

会の展示ということで、ふれあいセンターで開催されます。27日が文化庁

の巡回公演ということで、「星の王子さま」が生月小学校で行われます。28

日が行政視察新居浜市議会の受入れということで、世界遺産についての協
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教育長 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

議をする予定です。30日には鄭成功像が台湾の台南市の方から寄贈される

こととなっており、その除幕式が平戸港交流広場で行われます。12月７日

が大島ふれあいコンサート弦楽４重奏が行われます。10日は生月町博物館

島の館でシンポジウムが「定置網の歴史と文化を探る」と題して行われま

す。14日が文化庁から調査官が来平し、伝建の現地指導を行う予定です。 

以上です。 

 

平戸図書館です。29ページをご覧ください。 

10 月 27 日から 11 月９日までは読書週間となっています。その期間に

合わせ 27 日からお楽しみ袋というイベントを行いました。３日には、読

書週間の期間中ということで、スペシャル版としておはなし会を行いまし

た。同時に、ブックリサイクルということで５日まで平戸図書館で、市民

の皆様に提供させていただきました。除籍した本を市民の皆さんに提供し

ます。７日には初心者のための読み聞かせ講座第２弾として手遊び講座を

行いました。子どもから大人までを対象に、それぞれ楽しんでいただける

手遊びわらべ歌などを紹介させていただきました。８日には第２回図書館

協議会を行っております。15 日には静岡県磐田市議会の研修視察を受入

れ、未来創造館の公民館、図書館で子どもにどのようなサービスを行って

いるかということで対応いたしました。 

今後の予定ですが、23日に長崎県ボランティアグループ交流会がありま

すが、この会に参加要請があり、平戸図書館と永田図書館から参加するよ

うにしております。28日には世界的に有名な、おはなしおばさん藤田浩子

さんという方がいらっしゃいますが、未来創造館で公演していただくこと

になっております。23日にはビブリオバトルということで、それぞれ参加

者自身が他の方にお勧めしたい本を出して、歓談者の方々が評価を行うと

いう企画となっています。 

以上です。 

 

はい。以上各課長から報告がありましたけれども、内容等について何か

ございませんでしょうか。 

 

他にありますか。 

 

では、よろしいでしょうか。 

 

（「はい。」の声あり。） 

 

各課長報告につきましては、報告済みとさせていただきます。それでは、

教育次長のほうから報告をお願いします。 
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教育長 

 

教育次長 
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教育長 

 

 

 

教育次長 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

委員 

 

 

 

教育長 

 

 

２点ほど報告させていただきます。 

以下、説明省略 

 

教育次長からの報告でございましたが、何かございますか。 

 

（「ありません。」の声あり。） 

 

では、その他に移りたいと思います。 

 

「平戸市介護保険事業計画等策定委員会委員」の推薦と「平戸市立障害

者計画及び障害者福祉計画策定委員会委員ならびに平戸市障害者自立支

援協議会委員」の推薦について、福祉課から、前吉田教育委員、前末吉教

育委員の後任として、現教育委員へ推薦の依頼がまいっておりますので、

教育委員の皆様方でご協議、推薦をお願いいたします。 

 

私は、民生委員の推薦委員になっております。 

 

それでは、教育委員の皆様で決めていただいてよろしいでしょうか。 

会議の回数等はどのようになっていますか。 

 

まず、障害者計画関係につきましては、任期が来年の 11 月までの１年

間ということで、会議が１～２回ということです。一方、介護保険の策定

委員につきましては、就任の日から３年間ということで、これが計画を策

定するということから、通常は、年に２回くらいということですが、策定

の年には月に１回程度は委員会があります。ちなみに、今年は策定の年と

なっているようです。 

 

筒井委員には、どちらかをお願いしたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

 

どちらかといえば、障害者計画及び障害者福祉計画策定委員会委員をお

願いできればと思います。 

 

介護関係委員として戸田委員はいかがでしょうか。 
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教育次長 

 

 

 

 

 

教育長 

私は、久家委員を推薦したいと思います。 

 

それでは、久家委員にお願いしてみましょうか。お願いしてみて、どう

してもだめな場合は、戸田委員にお願いしたいと思います。よろしいでし

ょうか。 

 

はい。 

 

 

私の方から、１点だけ報告させていただきます。家庭の日のことについ

て 

以下、省略 

 

説明が終わりましたが、委員の皆様からご質問ご要望等はございません

か。 

 

特にないようでありますので、次回の定例会の日程について事務局案を

お願いします。 

 

事務局としては、12 月市議会定例会閉会後にお願いしたいと思います

が、議会の日程が決まっておりませんが、予定としまして、12月 22日（金）

の 15時 00分からお願いできればと考えております。よろしくお願いしま

す。 

 

 12月 22日（金）でよろしいでしょうか。 

 

（「はい。」の声あり。） 

 

長時間にわたりお疲れ様でした。以上を持ちまして 11 月定例教育委員

会を終了いたします。ありがとうございました。 

 

 

 

午後４時 35分 閉会 
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